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防災週間の期間について（例規通達）

「防災の日」及び「防災週間」の制定については、昭和５８年５月２４日の中央防災会

議において、昭和５８年度以降の防災週間の期間が別添のとおり、決定されたので今後

防災週間の実施に当たっては、誤りのないようにされたい。



別添

防災週間の期間について

昭和５８年５月２４日

中央防災会議決定

昭和５７年５月１１日の閣議了解（ 防災の日」及び「防災週間」について）に基づく「

「防災週間」の期間は、昭和５８年度以降は毎年、８月３０日から９月５日までの期間と

する。


